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欧州連合の発足 とフランス ・フラン通貨圏
一一 欧州統一通貨ECUと フランス ・フラン通貨圏の連繋一
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1.は じめに一 問題の所在一

マース トリヒ ト条約 の承認 に関 して,違 憲訴訟

が提起 されていた ドイッで,10月12日(1993年)

憲法裁判所が合憲の判決 を下 し,訴 を退 けた こと

によ り11月1日 にマース トリヒ ト条約が愈 々発

効 す ることになった(1)。こう した経緯 もあ って本

稿で採 り上 げた主題 は益 々現実味を もって きたと

考え られる。

EC域 内の通貨統合問題 の論議は,1969年 頃 よ

り始 ま り,ウ エルナー報告(1970年),ス ネークの

創設(1972年),欧 州通貨協力基金(1973年)等 の

経 緯 を経 て,1979年 に欧州通 貨制度(EMS)と

ECUの 創設に至 る。 次いで1985年 「域 内市場統

合」 が白書 により示 され,ま た単一欧州議定X121

によりECの 経済 的社会的連繋 の強化 が謳われ,

経済通貨同盟実現 に向 うことになる。

1985年 に更 に ドロー一ル報告が採択 され,3段 階

による通 貨統合案 が示 され,一 部修 正 され た後

1992年2月 に調 印 され たマー ス トリヒ ト条約 に

よ り,統 一通貨ECUの 導入 による欧州経済通貨

同盟の実現の方 向が示 された。

欧州統一通貨ECUが 実現 す ると,複 合通貨 で

あるECUの バ スケ ッ トの中には,加 盟国通貨 に

互 してフランス ・フランが組み込 まれている。 こ

うした関係 か ら既 に フレンチ ・ECUの 呼 び名 も

聞かれ るところ,そ こで注 目すべ きことは,フ ラ

ンスが フランス ・フランを基軸通貨 と して,ア フ

リカ14力 国を擁す るフ ランス ・フ ラン通貨圏を

形成 していることである。

そこで統一通貨ECUが 導入 されれば,フ ラ ン

ス ・フラン通貨圏 との関係 はどうなるか,が 問題

とな るところであ る(31。

2.フ ラ ンス ・フラ ン通 貨 圏 の全 体像

t1)フ ラ ンス ・フラ ン通貨 圏の概況(4)

フランス ・フラン通貨圏 は,域 内領域が植民地

であった当時か ら通算すれば,既 に半世紀を経て

お り,旧 植民地 の諸 地域 の独立 か らは既 に30余

年を経過 している。

こう した歴史 的経緯 か ら,最 適通 貨地域(an

optimumcurrencyarea)の 考 え方 と関連 させて論

じたいむ き もあ るが5),歴 史 的には第2次 世 界大

戦の勃発に伴 う,フ ランス本国 と海外植民地の全
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別表1:フ ランス ・フラン通貨圏の国および地域 並びに発券局 と通貨
1992年6月30日 現 在

国 ま た は 地 域 発 券 局 通 貨 仏 ・フ ラ ン と の レ ー ト

フランス本国
フ ランス銀行 フ ラ ン ス ・フ ラ ン

モ ナ コ

グ ア ドル ー プ
、

ギ ヤ ヌ

マ ル テ ィ ニ ッ ク
帥

海外 県発券局

(フ ラ ンス銀行 のコル レス先)
フ ラ ン ス ・フ ラ ン

レユ ニ オ ン

サ ン ・ ピ エ ー ル,ミ ク ロ ン '

ニ ュ ー カ レ ドニ ア
、 lCFPフ ラ ン

仏領 ポ リネシア 海外発券局 CFP・ フ ラ ン =o .055フ ラ ン ス ・

ワ リ ス ・ フ ト ナ '

フ ラ ン

マ ヨ ツ ト 海外発券局 一

フ ラ ン ス ・ フ フ ン

(フ ランス銀行 の コル レス先)

ベ ニ ン
、

ブルキナ

象牙海岸 1CFA・ フ ラ ン

マ リ 西 アフリカ諸国中央銀行 CFA・ フ ラ ン(1) =o .02フ ラ ン ス ・

ニ ジ ェ ー ル フ ラ ン

セネガル

ト ー ゴ '

コモ ロ ・イスラム連邦共和国 コモ ロ中央銀行 CFA・ フ ラ ン 1CFAフ ラ ン

=o .a2フ ラ ン ス ・

フ ラ ン

カ メ ル ー ン
馬

中央 アフ リカ 1CFA・ フ ラ ン
"

コ ン コ ・中部 ア フリカ諸国中央銀行 CFA・ フ ラ(2) =0 .02フ ラ ン ス ・

ガボ ン フ ラ ン

赤道ギニア

チ ャ ド ド

(1)FrancdelaCommunauteFinaciereAfricaine

(2)FrancdelaCoop6rationFinanci壱reenAfriqueCentrale

出 所:RapportannueldelaComit6MonξtairedelaZoneFranc,1992.

※1994年1月12日 付CFA・ フ ラ ン の 切 下 げ に つ い て は 本 稿 末 尾6.追 補 参 照 。

域 を含む領域内の為替管理 に端 を発 し,ま た戦後

においては1945年IMFの 発足に伴 い,各 加盟国

は平価 を決定 し,IMFに 通告す る必要があった。

その際 フ ラ ンスは自国通貨 の平価 の通 告 に際 し

て,フ ランス本国 のほか海外領域 はア フリカ大陸

を主 として,大 西洋及びアジア ・太平洋方面等広

範 囲に亘 る状況 にあ り,ま た地域 により物価を含

む経 済事 情 も異 な るので,単 一 の通 貨 で全 域 を カ

バ ーす る こと は困 難 で あ る との立 場 か ら,本 国 フ

ラ ン(Franc),ア フ リカ植民 地 フ ラ ン(Francde

ColonieFranCaiseAfricaine,略 称F・CFA),太 平

洋 植民 地 フ ラ ン(FrancdeColonieFranCaisePaci.

fique,略 称F・CFP)の3っ の通 貨 の平 価 を決 定

し,領 域 内の他 の通貨 は,本 国 フ ラ ンに リンクす
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アフ リカにお ける7ラ ンス ・フラン通貨口地理

(1993年 現 在)
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る方 式 を と った。 当 時 フラ ンス ・フ ラ ン(本 国 フ

ラン)を 基 軸通 貨 とす る通 貨 圏 は18地 域 に11の

発 券局,7種 類 の通 貨 が流 通 す る状況 に あ っだ6)。

こう した状況 は,ア フ リカの植民 地 の独立 とい

う新事 態 に よ り,15力 国 が 独立 し,と りわ け注 目

す べ き こと は,ア フ リカ大 陸 にお い て,西 ア フ リ

カ と中部 ア フ リカに複 数 の独 立 国 を傘 下 に置 く中

央 銀 行 が2行,即 ち 西 ア フ リカ 諸 国 中 央 銀 行

(BanqueCentraledesEtatsde1'Afriquede1'Ouest,

略称BCEAO,セ ネガル,マ リ,ニ ジェール,象 牙海

岸,プ ル キナ,ト ーゴ,ダ ホメ(ベ ニ ン)の7力 国を

傘下 に置 き)ま た中部 ア フ リカ中央 銀 行(Banque

CentralederAfriqueEquatoriale,略 称BEAC,カ

メルー ン,ガ ボ ン,コ ンゴ,中 央 アフ リカ,チ ャ ドの

5力 国を傘下 に置 く)が 設 立 され,い ずれ もフ ラ ン

ス ・フ ラ ンに リンクす る共 通 通 貨CFA・ フ ラ ン

(西 ア フ リカ に 於 て はFrancdelaCommunaute

franCaiseAfricaine,中 部 アフ リカに於て はFrancde

laCooperationFranOaiseAfricaine)を 使 用 して い

る ことで あ る。1993年 現在 にお い て は,別 表1の

とお り,前 述 の 西 ア フ リカ諸 国 中央 銀行(BCEAO,

7力 国傘下),中 部 ア フ リカ中央 銀 行(BEAC,6力 国

傘下)ほ か中央 銀 行 お よ び発 券 局 数 は6を 数 え,

フ ラ ンス ・フ ラ ンに リンク して流通 す る通貨 は,

フ ラ ンス ・フ ラ ンを含 め4種 類 あ る。

この うち前 述 の西 ア フ リカ諸 国 中央 銀 行 の加盟

諸 国 お よ び中部 ア フ リカ諸国 中央銀 行 の加 盟 諸 国

は,そ れ ぞ れ共 通 の 中央 銀行 を創 設 した段 階 で,

西 ア フ リ カ で は 西 ア フ リ カ 通 貨 同 盟(Union

Mon6tairedel'Afriquede1'Ouest,略 称UMAO)
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を結 成 し,中 部 ア フ リカで は通 貨 同盟 とい う用語

は 使 用 し て い な い が,通 貨 協 力(cooperation

mon6taire)と い う表 現 で,事 実 上 の通 貨 同盟 を形

成 して い る。

また西 ア フ リカで は,従 来 か らあ った西 ア フ リ

カ関 税 同 盟 を 基 礎 と し,EECを モ デ ル と して西

ア フ リカ経 済共 同 体(CommunautedesEtatsde

rAfriquedel'Ouest,略 称CEAO)を 結 成 し,中 部 ア

フ リカに お いて も,BEAC諸 国 は関税 ・経 済 同 盟

(UnionDouani合reetEconomiquede1'Afrique

Centrale,略 称UDEAC)を 結 成 して い る。

② フランス ・フラン通貨圏のメカニズム

フ ランス ・フラ ン通貨圏 の メカニ ズムをみ る

と,次 に掲 げるよ うな基本的な6っ の特徴が挙げ

られ る。

⑦ 通貨協力圏 としてのフランス ・フラン通貨圏

この通貨圏は加盟国 とフランスとの取極 およ

び加盟国相互の 自発的意思 によ り,取 極 または

条約 に基 づ き形成 され るものであって,強 制 に

よる もので はない。 モー リタニア〔71およびマ ダ

ガス カル〔81はそれ ぞれ 自 らの意 思 に よ り1973

年 にフランス通貨圏を脱退 している。

◎ フランス ・フラン通貨圏域 内通貨の レー ト

の固定

フ ラ ンス ・フラ ン通貨 圏 に所 属す る通 貨 の

レー トが固定 されて いる(1958年 以来)。 このた

め為替相場 の変動 による投機の対象 とはな らな

い。

◎ 通 貨 の無制 限交 換性 の保証

フ ラ ンス ・フ ラ ン通 貨圏 域 内 の通 貨 は原則 と

して,フ ラ ンス ・フ ラ ンとの無制 限 交換 性 が保

証 されて い る。 この保 証 は フ ラ ンス国庫 に開設

され る操 作勘 定(compted'・p壱rations)に よ り

行 わ れ る(9)。っ ま り,フ ラ ンス国庫 が為替 相 場

の固 定 の保 証 を行 う。 つ ま り加 盟 国 の為替 の準

備(1esreservesdechange)が 赤字 に な った場

合,そ の赤 字 分 は フラ ンス の国庫 によ って補 填

され,利 息 を取 り立 て,黒 字 の場 合 に は利子 を

付 す とい う,つ ま りフ ラ ンス国庫 に よ る貸付 け

に類 似 す る制 度 で あ り,場 合 によ って はフ ラ ン

ス側 の財政負担 となる協力関係 にある。

e通 貨の振替の自由

フランス ・フラン通貨圏 の域内通貨相互 の振

替が原則 と して自由で ある。 これは前項0の 無

制限交換性の原則 とも関連 し,資 本取 引につい

て も原則 として自由である。

㊧ 取得外貨の集中

フランス ・フラン通貨圏 に加盟す る国別 の各

中央銀行が取得す る外貨 がフランス国庫に開設

され る操作勘定 に預託(集 中)す ることが義務

付 け られて いる。 この勘定 は通貨圏加盟国の通

貨 の無制限交換性の保証の準備資産 となるもの

で,◎ で述べたように,勘 定が黒字 の場合 には

利子が付 き,赤 字の場合 には利息を払 う仕組み

にな ってい る。

㊦ 通貨圏域内通貨政策 の調整

以上述べた通貨協力に伴 う,通 貨 の無制限交

換性の保証,レ ー トの固定,振 替の 自由,取 得

外貨の集中等,フ ランス ・フラン通貨圏の基本

的特質 が維持 され るため,加 盟国相互間 の政策

調 整が必要 で あ り,こ のため主 要 な もの と し

て,次 の2つ の方法が挙 げ られ る。

① フランス ・フラン通貨圏蔵相会議 の開催

この会 議 は年2回 開催 され,内1回 は,

IMFの 年 次総会 とタイ ミングを合 わせ開催

され,世 界 経済 の動 向 との政策調 整 も行 わ

れ,他 の1回 は現地 アフ リカで順次開催 され

て いる。

② フランスとの経済協力の枠 内で行 う技術

協力

貿易,通 商,為 替,金 融等の部門に対 し,

技術指導 のたあ,フ ランスよ り技術顧 問を派

遣す る。西 アフ リカ諸国中央銀行 および中部

アフ リカ中央銀行の場合 には,そ れぞれの銀

行 の管理 委員会 に は フランス代表 が派 遣 さ

れ,指 導 と勧告を行 っている。

(3)西 ア フ リカ通貨 同盟

フ ラ ンス ・フ ラ ン通 貨 圏 の うちで,複 数 の国 を

傘下 に置 く,2つ の 中央 銀行 の うち,西 ア フ リカ

諸 国 中央銀 行 は,ベ ニ ン,ブ ル キ ナ ・フ ア ソ,象
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牙海岸,マ リ,ニ ジェール,セ ネガル,ト ーゴの

7力 国を傘下 に置 き,前 述 のように協定 に基づ く

西 ア フ リカ通 貨 同盟 を結 成 して お り(別 表2参

照),フ ランス ・フラン通貨圏の中で も,最 も制度

的に整備 された国際機構 である。

ただ この通貨 同盟 は,加 盟国 のすべてが開発途

上国であるか ら,先 進国間で結成 された通貨同盟

とは性質や内容が異 なることに留意 しなければな

らない。 しか し加盟国 は等 しく独立国である。

西アフ リカ通貨 同盟の枠組み は,ま ず フランス

を軸 として,ア フ リカ7力 国 との間で西 アフ リカ

通貨同盟 を締結 し,西 アフ リカ諸国中央銀行の定

款 は,通 貨 同盟 条約 の付属文書 とされているαΦ。

マース トリヒ ト条約の調印 に先立 って発表 された

ドロール報告において 「現在 のローマ条約 では,

経済 ・通貨同盟 を創設す るには不充分であ り,各

国法制 の改革 の基盤 に立 って設定 しうる新 たない

くつか の取極が必要で あること,ま た経済通貨同

盟 は基本的な機能面,制 度面での取極および,そ

の段階的実施を規律す る条約の下で具体化す るこ

」

とが必要で ある1(11)とし,マ ース トリヒ ト条約 で

は,こ の趣 旨を とり込 み,欧 州 中央銀行定款1塾は

同条約 の議定書 と して付属の形式を とってお り,

西 アフ リカ通貨同盟 の形式 に類似 しているといえ

よ う。

また別表2の 西 アフ リカ通貨 同盟 は機構図で示

したように,総 括的に条約が1つ,金 融政策 の策

定 に伴 う協力協定が1つ,そ して通貨 の交換性 の

保証のための,フ ランス国庫 と中央銀行 との間の

操作勘定取極 が1つ,合 計3つ の条約で組 み上 げ

られている。

3.欧 州通貨統合 とフランス ・フラン

通貨圏

本稿の 「は じめに一 問題の所在 」で述べ

たよ うに,マ ース トリヒ ト条約が発効 し,欧 州経

済通貨同盟が,か ねてのタイムテーブルに従 い動

き始 めると,欧 州連合 の有力 な加盟国 の1っ であ

るフランスの通貨,フ ランス ・フランは複合通貨

別表21

基本条約及び取極:

1
.

9
白

0
0

西アフリカ通貨同盟(UMOA)機 構図

西アフリカ通貨同盟条約(加 盟8力 国)

付属書:西 アフリカ諸国中央銀行定款

通貨協力協定(フ ランスと仏系西アフリカ7力 国)

操作勘定取極(フ ランス蔵相と西アフリカ通貨同盟閣僚理事会議長

との通貨の交換性の保証に関する取極)

西 ア フ リ カ

通 貨 同 盟

1.加 盟 国 元 首 会 議

2.閣 僚 理 事 会 一

一

フ

3
ス

国
庫

3.
西 ア フ リ カ 諸 国 中 央 銀 行

総 裁 一 管 理 理 事 会
一

1 1 i 1
セ ネ ガ ル
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であ るECUの バ スケ ッ トに組み込 まれて フレン

チ ・ECUに 変身す るであ ろう。他方以上 みた と

お り,約 半世紀 に亘 りフ ランス ・フランを基軸通

貨 として フラ ンス ・フラン通貨圏を形成 し,現 在

も14力 国 を擁 してい る。そ こで フラ ンス ・フラ

ン通貨圏に属す る諸通貨 は自動的 にECU(フ レン

チ ・ECU)に 連動するであろ うとの考えが広ま り

っつあ る。 この問題 をフラ ンス側,欧 州連合側,

および現地 アフ リカ関係諸 国側で は如何様 に受 け

とめてい るか につ いて調査 したところ,疑 問 と確

信 と期待 が交錯 した結果 の要旨は次 の とお りで あ

る。

(1)フ ランス側の見解。鋤

フランス政府 としては,マ ース トリヒ ト条約 が

署名 される以前 においては,フ ラ ンス ・フラン通

貨圏 は将来 も従来 どお り,フ ランス ・アフ リカ通

貨協力の路線を継続 しうるか どうか疑念を抱 いた

といわれてい る"の。 しか しマース トリヒ ト条約 の

内容 が1992年2月 調印 によ り確定 した時,フ ラ

ンスは,フ ランス ・フラン通貨圏の将来 に向 けて

存続 しうるとい う見通 しに自信を持つ に至 ったよ

うで ある。その拠 り所 とな る点を紹介すれば次 の

とお りである115f。

⑦ 欧州通貨同盟 とフランス ・フラン通貨圏 と

の整合性 と新 たな対応 の必要

フラ ンス ・フラ ン通貨 圏 のい くつか の特徴

(前述の 「フランス ・フラン通貨圏のメカニズム」

の 「基本的な6つ の特徴」を参照)ま た関係諸条

約,取 極等 は欧州通貨同盟 と両立 しうるもので

あ り,ま たフランス ・アフ リカの協力関係 は,

欧州共 同体の連合制度,ま た数次 に亘 るロメ協

定 の趣 旨 と合致す るものである。 しか し欧州通

貨 同盟諸国 はきび しい通貨政策 を行 っているの

で,フ ラ ンス ・フラン通貨圏諸国 は新 たな対応

(perspectivesnouvelles)を 迫 られる ものと考 え

られ る。

◎ 欧州通貨同盟 とフランス ・フラン通貨圏が

両立す る根拠

フランスが欧州通貨同盟 とフラ ンス ・フラン

通貨圏が両立 しうる根拠 と して 「マース トリヒ

ト条約 が 「欧州委員会が全会一致 により,非 共

同体通 貨 に対 し,ECUと の交換 レー トに関 す

る取極を締結す ることがで きる」naと し,ま た

「加盟国 は経済 および通貨面 での共同体 の権限

や取極 めを妨 げることな く,国 際的必要 に基づ

き,国 際的取極を締結す ることができる」(lnと

規定 していること等 を挙げる。

◎ 欧州通貨同盟 とフランス側操作勘定 との関

係

フランス ・フラン通貨圏の本質的機能 は,フ

ランス国庫 に開設 され る,域 内各国中央銀行名

儀の操作勘定(compted'operations)の 機能 に

基づ くもので,そ の特質 としての無制限交換性

の保証や,無 制限引出 しの可能性 は,欧 州通貨

同盟 の機能 によるものではな く,域 内諸国中央

銀行 の操作勘定は,い わばフランス国庫の コル

レス勘定であ り,そ の本質 はフランスの財政問

題であ ると解釈 される。

㊥ 共通財政政策 と補完性 の問題

欧州連合加盟国 は,マ ース トリヒ ト条約に従

い,共 通予算管理政策 に準拠 しなければな らな

いが,加 盟国の公共支 出に関す る選択 は,加 盟

各国の排他的権限 にゆだね られてい るので 「操

作勘定」 はマース トリヒ ト条約 に抵触 しない。

これ は欧州連合の基本原則 の1っ である補完性

の原則(leprincipedesubsidialitの 〔]&に基づ く

ものとの解釈が フランス側 で行われている。

㊧ECU圏 とフラ ンス ・フラ ン通貨圏 との連

繋 に伴 う問題点

フランス ・フラ ン通貨圏 がECU圏 と連繋す

ることにより,変 動す る ドルに代 って安定 した

ECUが 使用 され,為 替 リスクは減少 し,欧 州 ・

アフ リカの貿易の活性化が期待 され る。 しか し

この反 面,フ ランスとしては欧州経済通貨同盟

側 の厳 しい政策 に伴 うフランス ・フラ ン通化圏

の通貨,金 融,お よび金融機関の監査等 に関す

る制度上改革の必要性が問題 とな ることを予想

している。

② 欧州連合側の反応

マース トリヒト条約 は付属 の宣言の一 つで 「第
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3国 との通貨協力轡 を謳 っているので,ECUと

「第3国 通貨」 との協 力の問題 につ いて消極的で

はないと考え られる。 しか しマース トリヒ ト条約

に はフ ラ ンス ・フラ ン通貨 園 に関す る条 文,宣

言,ま たは議定書 は全 くない⑳。 従 って欧州通貨

同盟が未完成 である現段階では,明 確 な公式見解

を明 らかに していない。 しか し担当部局の非公式

見解を窺 うことは可能 であ る¢1}。欧州連合側が,

フランス ・フラン通貨圏につ いて,特 に注 目 して

いる点 は,西 アフ リカ通貨同盟 グループと,中 部

アフ リカ通貨協 力 グル ープで,こ れ らの2つ の通

貨同盟(そ れぞれ2っ の共通中央銀行に属する)は

既 に30数 年 の歴史 を有 し,ま た対 外的 にアフ リ

カ諸国に刺激を与え,近 隣国にマクロ経済の範を

垂れ ることを期待 している。 この文筋か ら,フ ラ

ンス ・フラ ン通貨 圏に属す る通貨 はECUに 連動

す ることになろ うとい う観測 を行 って いる。

③ アフ リ力諸国側の考え

フランス ・フラ ン通貨圏 の中核的存在 である,

西 ア フリカ諸国中央銀行(BCEAO)お よび中部 ア

フ リカ中央銀行(BCEAE)の 両行 の うち,通 貨同

盟 として制度的に整備 されて いる西 アフ リカ諸国

中央銀行で は,1992年 に創立30周 年を迎 え,記

念 シ ンポ ジューム等 開催 しiそ の成長 と発展 を祝

し,将 来 のさらなる発展が期待 された。

近 い将来 のECUと の連繋 の問題 につ いて は,

同行 のLawson渉 外 部長 はフ ランス ・フラ ンよ

り安定 した通貨ECUに 連繋す ることを歓迎 す る

と しなが らも,先 進諸国が造 る欧州通貨 同盟 と,

開発途上国 のみで形成す る通貨同盟 とでは,性 格

的に も内容的 にもか なり異 なる。 また フランス国

庫 の介入 はあって も,予 想 されるとお り,ECU圏

に組み込 まれ ることによ り,欧 州連合側 より要請

され る金融政策,財 政政策上 の規律 ほか政策調整

をいかに処理 し,対 応 を決定 して い くかが問題で

あ る と して お り,ECUが 導 入 され る タイ ム ・

テーブルが明確 にな らないと地元 アフ リカの対応

の具体化が困難であ る旨述 べて いる幽。

しか し上 記両行 の事務方 で は,ECU圏 移行 を

念頭 に置 きつつ,従 来か らの国別通貨金融政策の

7

見直 しに着手 し,ま た非公式連絡会議を随時開催

し調査研究 を行 っている。 なお フランス銀行内に

置か れて い る,フ ラ ンス圏通貨委 員会(Comity

mon6tairedelaZoneFranc)の 事務局では,関 係

諸国が未だフランスの植民地であ った当時,1953

年以来,域 内のカ ン トリー ・レポー トを まとめ,年

報 を作成 し,ま た統計資料を整理 してお り,ECU

の導入 とフラ ンス ・フラン通貨圏 との連繋の問題

にっ き,そ れぞれ関係 アフ リカ諸国 は,自 主的 に

どこまで積極的対応 を示すかに注 目して いる㈱。

4.ECU圏 の拡 大

欧州通貨同盟 の完成 を目指すマース トリヒ ト条

約で は,1994年1月 か ら第2段 階 に移行 して欧州

通貨機構(EMI)を 創設す るとと もに,ECUに 対

する加盟国通貨 の構成比 を凍結 し,ま た第3段 階

への移行の条件 としての物価 為替,金 利,財 政

等の経済格差 の収敏状況を検討 し,1996年12月

末 までに,第3段 階 に移行 し,適 格国 は1997年1

月,お そ くとも1999年1月 まで に欧州中央銀行

(ECB)を 設立 し,第3段 階 に移行 した適格国の通

貨の変動幅 を解消 し,単 一通貨ECUを 導入 す る

タイム ・テーブルが組 まれてい る。

今後状況が進展 して,欧 州統一通貨ECUが 導

入 され る場合 には,前 述 のとお り,フ ランス ・フ

ラ ンを仲介 としてECUに 連繋す るであ ろう。 ま

た欧州連合諸国に隣接 する,周 辺欧州諸国,あ る

いはロメ協定 に加盟す るその他 の開発途上諸国 の

内か ら,フ ラ ンス ・フ ラ ン通 貨 圏 諸 国 通 貨 の

ECUへ の連繋 にな らって,ECUへ の連繋 の要請

が行われ ることが考 え られ る。実 際に,前 記 の諸

国の内,若 干 の国々か ら,そ うした意図表明が非

公式に打診 されてい ることが側聞 され る⑳。 こう

したECU圏 の将来の展開 にっいて整理すれば,

次の3っ のケースに分類 され ると思 う。

(1)現 行 フランス ・フラン通貨圏制度の維持

欧州統一通貨ECUが 導入 されて も,現 行 の フ

ランス ・フラン通貨圏制度を大 きく修正す ること

な く,つ まり現状維持(statu・quo)を 保っ方法,
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即 ち欧州通貨同盟 は特別 の措置 をとることな く,

フラ ンス側 は フ レンチ ・ECUに より,フ ラ ンス

国庫 を通 じて,フ ランス ・フラン通貨圏通貨の交

換性 の保証 を行 う従来 の方式 を存続す る。

② 欧州連合 に隣接す る諸国 とのECUに よる

通貨協力圏の形成

マース トリヒ ト条約の 「第3国 との通貨協力」

に関す る宣言 において 「国際通貨関係 の安定 に寄

与す るため,他 の欧州諸国 および共同体 が密接 な

経済関係を有す る,欧 州以外 の諸国 との協力を行

う」 ことが謳われている。 この趣旨か らいえば,

前記(1)「現行 フランス ・フラン通貨圏 との関係の

維持」 も当然 この範疇に入 ることになるが,従 来

か らの長 い歴史的経緯 があるので前記(1)と分 ける

ことに した。

ここにい う第3国 との通貨協力 として考え られ

る もの は,既 に行 わ れた ノル ウェーの クローネ

や,ス ウェーデ ン ・クローナ等 をECUに 連動 さ

せ た例(そ の後欧州通貨の為替の変動のため中断 し

た)が あり,将 来欧州経済領域(EEA諸 国)や,か

ねてECと 協定 を締結 している地 中海諸国や,さ

らに欧州連合 の ロメ協定 に加 盟 して いる諸国69

力国(う ち14力 国はフランス ・フラン通貨圏に加

盟)等 の 中か ら,将 来 自国通 貨 の欧州統 一通 貨

ECUへ の連繋を要請す るケースが予想 され る。

(3)ECU圏 の拡大

前記(1)「現行 フラ ンス ・フラン通貨圏の維持」

も(2)の 「欧州連合 に隣接す る諸国 とのECUに よ

る通貨協力圏 の形成」 も広義 にお けるECU圏 の

拡大で ある。

ここで述べ る 「ECU圏 の拡大」は狭義 ともい う

べ きもので,前 記(1)の 「フランス ・フラン通貨圏」

の枠 を超えた。ECUに よる開発途上諸国の経済,

財政 と通貨の指針 とその安定 をもた らす機構が将

来可能 となるので はないか,と い うことである。

っ まりフランス ・フラン通貨圏 において,フ ラン

ス国庫 が行 っている操作勘定 の機能 を果たす機構

が,欧 州連合の中に創設 され るな らばそれは可能

ではなかろ うか。例 えば欧州開発基金(FED),ロ

メ協定 の枠 による特別基金,ま たは関心 を有す る

加盟各 国か らの出資 によ り創設 され る,ECUを

基軸 と した,開 発途上諸国の通貨 の安定機構 が,

考え られないであろうか。 こうした発想 の流れの

説明は次の 「むすび」で述べ ることに しよう。

5.む すび一 貿易と開発から

経済通貨同盟への展開

1992年 ガボ ンの リーブルウイルで開催 された

第17回 仏 ・ア フ リカ首 脳会議 でベ レゴボワ仏首

相 は,欧 州連合 にECUが 導入 されれば,フ ラン

ス ・フランを仲介 と してECU圏 はフランス ・フ

ラン通貨圏に向 って拡大 され る見解 を述べ,そ れ

に伴 うフランス ・フラン通貨圏加盟諸国側の準備

と対 応 を呼 びか け,フ ラ ン ・ア フ リカか らユ ー

ロ ・ア フ リカ に向か っての通 貨協力推進 につ い

て,並 々な らぬ熱意を示 した㈲。

1993年11月1日 にマース トリヒ ト条約 は発効

したので,欧 州連合の動 きは活発化す ることが予

想 される。 目下 の為替調整機構(ERM)の 難関 も

いずれ夙が来 て落着 くものと予想 され,欧 州経済

通貨同盟結成 のタイム ・テーブルは徐 々に進展す

るであろ う。

振 り返 ってみれば,1958年 の ローマ条約の枠組

みで行 われた開発途上諸国(EEC加 盟諸国の旧植

民地)に 対す るアブmチ は 「貿易 と開発」の面で

あった ことは周知 のとお りである。 しか し,1992

年のマース トリヒト条約で は 「経済 と通貨」の面

か らのアプローチが見えてきたよ うに思われる。

21世 紀 の南北問題 の対応の一 っと して,開 発途上

国 の経済 と安定の機構 と して,フ ランス ・フラン

通貨圏のように主権 を制限 し,地 域経済協力を促

進す る通貨圏が検討 されて もよいので はなかろ う

か。

6.追 補 一 一1994年1月12日 付 「CFA・

フラ ンの切 下 げ」 につ いて

(1)フ ラ ン ス は1994年1月12日 午 前0時 を

も ってCFA・ フ ラ ンの50%,コ モ ロ ・フ ラ ンの

25%切 下 げ を行 った。 か ね てCFA・ フ ラ ンが 現

地 の物価 賃金 等 の実 勢 か ら外 れ て い る ことか ら,
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切下 げは屡 々問題 となり,大 方 はいずれは不可避

で はないか と考えていた。 しか し夫々事情が異 な

る14力 国 を抱 え るフランス ・フラン通貨圏 とい

う大世帯 で もあ り,切 下 げはいつ とも知れず遷延

されていた ものである㈱。

② フランス政府の宣言文 によれば,世 界銀行

および,IMFも 今次切下 げに介入 し,関 係国の構

造調整政策を強化す るため,必 要措置を定めた取

極 を関係国 と締結す る趣であ り,ま た フラ ンスは

関係国の保有す る外貨 の交換性を保証す ることを

確認 してい る。 さ らにまた フ ランスは議会 に対

し,加 盟国の債務の軽減措 置を,一 方的 に即刻行

うことを提案 し,ま た最貧 国に対 しては,フ ラン

スが保有す る開発 と援助 に伴 う債権 はすべて免除

す ることを決定 した。

(3}今 回のCFA・ フランの切下 げは,1994年

1月10日 よ り,ダ カール(セ ネガル)に おいて,フ

ランス ・フラン通貨圏加盟14力 国が参集 して特

別首脳会議(非 公開)が 開催 され,IMF専 務理事

(MichelCamdessus)仏 協 力 大 臣(MichelRou-

ssin)が 参加 した。 当初加盟国側の大勢 は切下げ

反対 に動 き,協 議 は難渋 したが,切 下げに伴 う諸

条件 が整い,切 下 げ受諾に向 った といわれて いる

(世銀側か ら,西 アフリカ ・中部アフ リカ担当局長お

よびサヘル担当局長の両名 も参加 した模様)。

(4)本 稿 において,欧 州統一通貨ECUと フラ

ンス ・フラン通貨圏 の連繋 の問題 をみたが,こ の

視 点 か ら,今 回行 われ た コモ ロを除 く,フ ラン

ス ・フラン通貨圏加盟諸国が ほぼ全域 で使用 して

いる 「CFA・ フラン」の切下 げは,94年1月1日

のEUの 経済通貨同盟 の第2段 階への移行 と,フ

ラ ンス自身93年 の通貨危機 の処理 を,こ の程完

済 し,フ ラン相場 の安定 というタイ ミングか ら,

将来 のECUの 導入 に伴 う,フ ラ ンス ・フラン通

貨圏 との連繋を考慮 して行 った,基 本的準備 と対

応 の一 っ とみ ることがで きないであろ うか。経済

的格差 の大 きい欧州連合 という先進 国 グルー プと

フランス ・フラン通貨圏 という開発途上 グループ

との通貨面での連繋 は,マ ース トリヒ ト体制 の進

展 とともに注 目すべ き様相を呈 して きた。
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